
續
日
本
紀
�
第
卅
一
　
起
二

寶
龜
元
年
十
月
一

盡
二

二
年
十
二
月
一

右
大
臣
從
二
位
�
行
皇
太
子
傳
中
衛
大
將
臣
藤
原
朝
臣
繼
繩
�
奉
　
�
撰

天
宗
高
紹
天
皇
　
　
光
仁
天
皇

　
　
ハ

　
　
ノ
ヲ
ホ
キ
ミ

　
　
ノ

ア
メ
カ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
ス
天
智
天
皇
也
　

　
　
ノ

施
基
畠
子
也

　
　
ノ

　
　
　
ナ
リ

天
皇
諱
白
壁
　

王
。
�
江
大
津
宮
御
宇

天
命
開
別
天
皇
之
孫
。
田
原
天
皇
第
六
之
皇
子
　

　
　
ヲ　
　
フ
　
　
ノ

ト
チ
ヒ
メ
ト

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

也
。
母
曰
二

紀
�
臣
橡
�
一。
�
太
政
大
臣
正
一
位
�
人
之
女
　

也
。
寶
龜
二
年
十
二
月
十
五
日
。
�

　
　
　
シ
テ　
　
フ

　
　
ト

　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
　
タ
リ

　
　
リ

カ
タ

　
　
ク　
　
　
ツ
ギ

　
　
テ

�
　

曰
二

皇
太
后
一。
　
天
皇
�
仁
敦
厚
。
意
豁
然
　

也
。
自
二

�
寶
一

以
來
。
皇
極
無
レ

貳
。
人
疑
二

彼

　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
　
　
　
セ
ラ
ル
ヽ

　
　
シ

　
　
ク
　
　
　
ミ
テ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ハ

　
　
　
　
ニ
シ
テ　
　
ヲ　　
マ
ス　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ヲ
　
　
　
ル
　ヽ
　
ヲ

ア
マ
タ
ヽ
ビ
ナ
リ

此
一。
罪
廢
　
　

�
多
。
　
天
皇
深
�
二

�
�
時
一。
或
縱
レ
　

酒
�
レ

迹
。
以
レ

故
�
レ

�
�
數

矣
。
�

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ク

カ
ツ
ラ
キ
テ
ラ

マ
ヘ
ナ
ル

ト
ヨ
ラ
ノ
テ
ラ

ニ
シ
ナ
ル

オ

シ

ト

シ

サ
ク
ラ
井

甞
龍
潜
之
時
。
�
謠
曰
。
�
城
寺
乃
。
�
在
也
。
豊
浦
寺
乃
西
在
也
。
於
志
止
度
。
刀
志
止
度
。
櫻
井

シ
ラ
タ
マ

沈 シ
　
ヅ
　
ク
　

著

ヨ
キ
タ
マ
シ

ヅ

ク

オ

シ

ト

シ

シ
カ
ス
レ

ク
ニ

サ
カ

ワ
ギ
ヘ

ラ

尓
。
白
壁
之
豆
久
也
。
好
壁
之
豆
久
也
。
於
志
止
度
。
刀
志
止
度
。
然
爲
波
。
國
曾
昌
由
流
也
。
吾
家
良

サ
カ

オ

シ

ト

シ

　
　
ノ

タ
リ

　
　
　
ラ
ク　
　
ハ

曾
昌
由
流
也
。
於
志
止
度
。
刀
志
止
度
。
于
レ

時
井
上
�
親
王
爲
レ

妃
。
�
�
以
爲
。
井
則
�
親
王
之
名
。

　
　
ハ
　
　
　
タ
リ

　
　
ノ

　
　
シ

　
　
ノ

ナ
リ
ト

　
　
ノ

　
　
ス

白
壁
爲
二

天
皇
之
諱
一。
蓋
天
皇
登
極
之
�

也
。
寶
龜
元
年
八
月
四
日
癸
巳
。
高
野
天
皇
崩
。
羣
臣

　
　
　
ケ
テ　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
テ
　ヽ
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

受
レ

�
。
�
日
立
レ

諱
爲
二

皇
太
子
一。

〔
庚
戌
〕

　
　
ノ

　
　
　
玉
フ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
ム
　
　
ヲ

　
　
ト

　
　
　
シ
テ　
　
ク

ス
メ
ラ

オ
ホ
ミ
コ
ト
ラ
マ
ト

寶
龜
元
年
�
十
月
己
丑
朔
。
�
二

天
皇
位
於
大
極
殿
一。
改
二

元
寶
龜
一。
　
詔
　

曰
。
天
皇
我
詔

旨

ノ
リ
タ
マ
フ
大
ミ
コ
ト

ミ
コ
タ
チ
オ
ホ
キ
ミ
タ
チ
オ
ミ
タ
チ
モ
ヽ
ノ
ツ
カ
サ
ノ
ヒ
ト
タ
チ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

カ
ケ
マ
ク

カ
シ
コ

�

命

乎
親
王
�
王

�
臣
百
官

人
等
天
下
�

民
衆

聞
食

宣
。
掛

母
畏
伎

ナ

ラ
ノ
ミ
ヤ
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
シ
ヽ
ヤ
マ
ト
子

コ

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ノ
イ
ニ
シ
ハ

ヅ
キ

コ
ノ
ヲ
ス
ク
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ

ワ
ザ

ツ
タ
ナ
ク
ヲ
ヂ
ナ
キ
ア
レ

タ
マ
ワ
リ

奈
良
宮
御

宇

倭
根
子
天
皇

去
八
月
尓
此
�
國
天
下
之
業
乎
拙

劣

�
尓
被
賜

テ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
レ

オ
ホ
セ
タ
マ
ヒ
サ
ヅ
ケ
タ
マ
フ

ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト

イ
ナ
ダ
キ

ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
カ
シ
コ

ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
ヲ
ヂ
ス
ヽ
ム

シ
　
ラ

而
仕
奉
止
�

賜
授
賜
「
伎
止
�
天
皇
詔
旨
乎
頂

乎
受
被
賜
�

美
受
被
賜
懼
�

母
不
知
尓

シ
ゾ
ク
モ
シ

ラ

カ
シ
コ

マ
サ

ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

サ
テ
コ

ア
マ
ツ
ヒ

ツ
ギ
タ
カ
ミ

ク
ラ
ノ

ワ
ザ
ハ

ア
メ
ニ

�

不
知
尓
�

美
坐
久
止
�

命

乎
衆

聞
食

宣
。然
此
乃
天
日
嗣
高
御
座
之
業
�
天

マ
ス
カ
ミ
ク
ニ
ヽ
マ
ス
カ
ミ

ア
ヒ
ウ

ヅ

ナ

マ
ツ
リ
ア
ヒ
タ
ス
ケ
マ
ツ
ル
コ
ト

ヨ
リ

コ
ノ
ク
ラ
井
ニ
ハ
タ
ヒ
ラ
ケ
ク
ヤ
ス
ク
オ
ホ
マ
シ
マ
シ

ア
メ
ノ
シ
タ
ハ

坐
�
地
坐
�
乃
相
宇
豆
奈
比
奉
相
扶
奉
事
尓
依
弖
志
此
座
�
�

安
御
坐

弖
天
下
�

シ
ロ
シ
メ
ス
モ
ノ

ア
ル

オ
モ
ホ
シ
メ

マ
タ
ス
メ
ラ
ト
マ

シ
テ
ア
メ
ノ
シ
タ
ヲ
サ
メ
タ
マ
フ
キ
ミ
ハ

カ
シ
コ
キ
オ
ミ
ノ
ヨ
キ
ヒ
ト

エ

テ

ア
メ
ノ

�

知
物
尓
在
良
之
止
奈
母
�
念
行
�
。
�
皇

坐
而
天
下
治
賜
君
�
賢

臣
能
人
乎
得
而
志
天

シ
タ

タ
ヒ
ラ
ケ
ク
ヤ
ス
ク
ヲ
サ
ム
ル
モ
ノ

ア
ル

キ
コ
シ

メ

カ
レ
コ
ヽ
ヲ
モ
テ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ニ
マ
セ
ノ
リ
タ
マ
ハ

ア
ハ
ツ
タ
ナ
ク
ヲ
ヂ
ナ
ク

下
乎
波
�

安
治

物
尓
在
良
志
止
奈
母
聞
看
行
�
。
故
是
以
大
命

坐
�

久
。
�
雖

拙

ア
レ
ド
モ
ミ
コ
タ
チ
ヲ
ハ
ジ
メ
テ
オ
ホ
キ
ミ
タ
チ
オ
ミ
タ
チ

ア
ヒ
ア
ナ

マ
ツ
リ
ア
ヒ
タ
ス
ケ
マ
ツ
ラ

コ
ト

ヨ
リ
テ

コ

ノ

オ
ホ
セ
タ
マ
ヒ
サ
ヅ
ケ
タ
マ
フ
ヲ
ス
ク
ニ

�

親
王
始
而
王

臣
�
乃
相
穴
奈
比
奉
相
扶
奉
牟
事
尓
依
而
志
此
之
�

賜
授
賜
�
國

ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
　
マ
ツ
リ
ゴ
ト
ハ

タ
ヒ
ラ
ケ
ク
ヤ
ス
ク
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ル

オ
モ
ホ
シ
メ

カ
レ
コ
ヽ
ヲ
モ
テ
モ
ロ
モ
ロ
キ
ヨ
キ
ア
カ
キ
コ
ヽ
ロ
タ
ヾ
シ
キ
ナ
ホ
キ

天
下
之
政

�
�

安
仕
奉
倍
之
止
奈
母
�
念
行
�
。
故
是
以
衆

�

明
心
正

直

コ
ト
ヲ
モ
チ
テ

ヲ
ス
ク
ニ
ノ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
マ
ヲ
サ

ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ

メ
グ
ミ
ヲ
サ
ム

オ
モ
ホ
シ
メ

ノ
リ
タ
マ
フ
ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ヲ

言
以
而
�
國
政

奏
比
天
下
�

民
乎
惠
治
倍
之
止
奈
母
�
念
行
�
止
�

天
皇
命

モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

コ
ト
ワ
ケ
テ

ノ
リ
タ
マ
ハ
ク

コ
ト
シ

ハ

ヅ
キ
イ
ツ
カ
ノ
ヒ

ヒ
ノ
ミ
チ
ノ
シ
リ
ノ
ク
ニ
ノ
ア
シ
キ
タ
ノ
コ
ホ
リ
ノ
ヒ
ト
ヒ

マ
ツ
リ
ベ
ノ

衆

聞
食

宣
。
辞
別
　
詔
。
　
　

今
年
八
月
五

日
肥

後
國
葦
北
郡

人
日
奉
部



ヒ
ロ
ヌ
シ
メ

シ
ロ
キ
カ
メ
ヲ
タ
テ
マ
ツ
リ
キ

マ
タ
オ
ヤ
ジ
ツ
キ
ノ
ト
ヲ
カ
マ
リ
ナ
ヌ
カ
ノ
ヒ
オ
ヤ
ジ
ク
ニ
ノ
マ
シ
キ
ノ
コ
ホ
リ
ノ
ヒ
ト
ヤ
マ
ノ
イ
ナ
ヌ
シ
シ
ロ
キ
カ
メ
ヲ
タ
テ
マ
ツ
リ
キ

廣
主
賣
獻

白

龜
。
�
同
月
十

七

日
同
國
�
城
郡

人
山
�
主
獻

白

龜
。

コ
ハ
ス
ナ
ハ
チ
ト
モ
ニ
ダ
イ
ズ
井
ニ
ア
ヘ
リ

カ
レ
ア
メ
ツ
チ
ノ
タ
マ
ヘ
ル
オ
ホ
キ
シ
ル
シ
ハ

ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
ヨ
ロ
コ
ビ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
タ
フ
ト
ブ
ベ
キ
モ
ノ

ア
リ

コ
ヽ
ヲ
モ
テ

此
則

並
合
大
瑞
。
故
天
地
�

大
瑞
�
受
被
賜
歡

受
被
賜
可
貴
物
尓
在
。
是
以

ジ
ム
ゴ
ケ
イ
ウ
ム
ノ
ヨ
ト
セ
ヲ
ア
ラ
タ
メ
テ
ホ
ウ
キ
ノ
ハ
ジ
メ
ノ
ト
シ
ト
ス

マ
タ
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ル
ヒ
ト
ド
モ
ノ
ナ
カ

シ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ル
サ
マ
ノ
マ
ニ
マ

ヒ
ト
リ
フ
タ
リ
ド
モ

改
�
護
景
雲
四
年
爲
寶
龜
元
年
。
�
仕
奉
人
等
中
尓
志
何
仕
奉
�

隨
弖
一
二
人
等

カ
ヾ
フ
リ
ク
ラ
井
ア
ゲ
タ
マ

ヲ
サ
メ
タ
マ

マ
タ
ア
メ
ノ
シ
タ
ヒ
ロ
ク
ツ
ミ
ユ
ル
シ
タ
マ
フ

マ
タ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
ム
ツ
ノ
ク
ラ
井
ヨ
リ
シ
モ
ツ
カ
タ
ク
ラ
井
ア
ル
ヒ
ト
ヾ
モ
ニ
ク

冠

位
上
賜
比
治
賜
布
。
�
大

赦

天

下
。
�
天
下
六
位
已
下
有
位
人
等
給

ラ
井
ヒ
ト
シ
ナ
タ
マ
フ

オ
ホ
ミ
カ
ミ
ノ
ミ
ヤ
ヲ
ハ
ジ
メ

ヤ
シ
ロ
ヤ
シ
ロ
ノ

子

ギ

ド
モ
ニ
ク
ラ
井
ヒ
ト
シ
ナ
タ
マ
フ

マ
タ
ホ
ウ
シ
ノ
ツ
カ
サ
ヲ
ハ
ジ
メ

テ
ラ
デ
ラ
ノ
シ
ノ

位
一
階
。
大
�

宮
始
弖
�

�

之
祢
�
等
給
位
一
階
。
�
�

綱

始
弖
�
寺
師

ク
ラ
井
ノ
ホ
ウ
シ
ア
マ
ド
モ

オ
ホ
ミ
モ
ノ
ホ
ド
コ
シ
タ
マ

マ
タ
ト
シ
タ
カ
キ
ヒ
ト
ド
モ
ヤ
シ
ナ
ヒ
タ
マ
フ
マ
タ
マ
ヅ
シ
キ
ヒ
ト
ヾ
モ
メ
グ
ミ
タ
マ

マ
タ
ケ
ウ
ギ

ア
ル
ヒ
ト

位

�

尼
等
尓
御
物
布
施
賜
布
。
�
高
年
人
等
養

賜
。
�
困
乏
人
等
惠
賜
布
。
�
孝
義
有
人

ド
モ
ソ
ノ
コ
ト
ユ
ル
シ
タ
マ
フ

マ
タ
コ
ト
シ

ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
タ

ヂ
カ
ラ
ユ
ル
シ
タ
マ
ハ

ノ
リ
タ
マ
フ
ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ヲ
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

　
　
ク

等
其
事
�

賜
。
�
今
年
天
下
田
租
�

賜
久
止
宣

天
皇
�

衆

聞
食

宣
。』
授
二

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

從
一
位
藤
原
�
臣
永
手
正
一
位
一。
從
三
位
大
中
臣
�
臣
�
�
呂
。
�
室
眞
人
大
市
。
石
川
�
臣
豊

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ

成
。
藤
原
�
臣
魚
名
。
藤
原
�
臣
良
繼
　

並
正
三
位
。
從
五
位
上
奈
紀
王
　

正
五
位
下
。
无
位
河
�

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

王
。
從
五
位
下
�
守
王
　

並
從
五
位
上
。
從
四
位
上
藤
原
�
臣
田
�
呂
。
藤
原
�
臣
雄
田
�
呂
　

並

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ

正
四
位
下
。
從
四
位
下
阿
倍
�
臣
毛
人
。
藤
原
�
臣
繼
繩
。
藤
原
�
臣
楓
�
呂
。
藤
原
�
臣
家
依

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ

　

並
從
四
位
上
。
正
五
位
上
大
�
宿
祢
三
依
　

從
四
位
下
。
從
五
位
上
阿
倍
�
臣
�
成
。
大
�
宿
祢

　
　
ノ

サ
ヘ
キ
　ノ
　
　

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

家
持
。
大
�
宿
祢
駿
河
�
呂
。
佐
伯
宿
祢
三
野
。
藤
原
�
臣
雄
依
　

並
正
五
位
下
。
從
五
位
下
佐

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

伯
宿
祢
國
�
。
石
上
�
臣
家
成
。
大
野
�
臣
眞
本
。
藤
原
�
臣
小
�
�
呂
　

並
從
五
位
上
。
正
六

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ

位
上
�
勢
�
臣
�
足
　

從
五
位
下
。
正
六
位
上
村
國
�
子
老
　

外
從
五
位
下
。

三
　

　
　
ク

シ
ヽ
ヒ
ト
ノ
　

　
　
ニ

　
　
ヲ

辛
夘
。
授
二

從
六
位
上
完
人
�
臣
繼
�
呂
從
五
位
下
一。

八
　

　
　
キ　
　
　
ヨ
リ　　
　
ヌ
ル

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ　
　
フ
テ

丙
申
。
先
レ

是
。
去
　

九
月
七
日
。
右
大
臣
從
二
位
�
中
衛
大
將
勳
二
等
吉
�
�
臣
眞
�
上
啓
。
乞

　
　
ヲ
　
　
ク

ホ
ノ
カ
ニ　
　
ク

　
　
　
シ
テ
タ
ヘ

シ
フ
ル　
　
ハ　
　
チ　
　
ス

　
　
　
シ
テ　
　
バ

　
　
ル　
　
ハ　
　
ス
ク
ラ
シ
ト

　
　
ラ
　
　
　
ル
ニ
　
　
ニ　　
レ
リ

二

骸
骨
一

曰
。
側

聞
。
力
不
レ
　

任
而
�

�
則
廢
。
心
不
レ

�
而
極
�
必
　

�
。
眞
�
自
觀
。
信
足

　
　
　
ス
ニ　
　
ト

　
　
ル

　
　
ツ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
メ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
　
ン
ヌ

レ

爲
レ

驗
。
去
天
�
寶
字
八
年
。
眞
�
生
年
數
滿
二

七
十
一。
其
年
正
月
。
�
二

致
事
表
於
大
宰
府
一

訖
。

　
　
タ
　
　
セ

　
　
チ　
　
テ

　
　
　
　
セ
ラ
ル

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
シ
テ
　
　
テ
　
　
ヲ　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ

未
レ

奏
之
間
。
�
有
二

官
符
一。
補
二
　

�
東
大
寺
長
官
一。
因
レ

此
入
京
。
以
レ

病
歸
レ

家
。
息
二

仕
�
之
心

　
　
チ　
　
テ
　
　
　
　
ク
コ
ト　
　
ニ

　
　
　
　
サ
レ
テ　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
　
ル
寸　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
リ
ニ
　
　
　
サ
ル

　
　
ニ

一。
忽
有
二

兵
動
一。
�
召
　
入
レ

�
。
參
二

謀
軍
務
一。
事
畢
�
レ

功
。
因
二

此
�
�
一。
累
　

登
二

貴
�
一。
不

　
　
　
サ
レ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
グ

　
　
ヲ

　
　
　
ヒ
テ　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ス
レ
ド
モ　
　
シ
イ
エ

　
　
ノ

　
　
ラ　
　
　
ク
モ
　
　
　
フ
ス

レ

聽
二

辞
讓
一。
已
�
二

數
年
一。
�
今
老
病
纏
レ

身
。
療
治
　
　

�
レ

損
。
天
官
劇
務
。
不
レ

可
二

暫
　

�
一。

　
　
ゾ

　
　
　
　
ケ
ン
ヤ
　
　
　
ク
ノ　
　
ヲ

　
　
ク　
　
メ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
　
　
　
　
ク
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

　
　
ラ
　
　
　
ミ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
シ

何
可
下
　

�
レ

疾
殘
體
久
辱
二

端
揆
一。
�
二

帶
　

數
�
一。
闕
上
レ

佐
二
　
　
　

万
機
一。
自
�
二

�
躬
一。
靦
顏
已
甚
。

　
　
ヂ
　
　
ニ
　
　
　
ヂ
テ　
　
ニ

　
　
シ

　
　
　
　
ル
ヽ
ニ　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ

　
　
　
　
ラ
ク
ハ

カ
ヘ
シ
テ　
　
ヲ　
　
テ　
　
ケ

　
　
ヲ
　
　
　
ミ
　
　
　
ヒ
テ

　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ヲ

慚
レ

天
愧
レ

地
。
无
レ

處
レ

容
レ
　

身
。
伏
　

乞
。
　
致
レ
　

事
以
�
二

賢
路
一。
上
希
二

�
�
養
レ

老
之
�
一。
下

　
　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ

　
　
ル
　
　
　
　
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
デ

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
ヲ

　
　
ヘ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
テ　
　
テ

　
　
ノ　
　
ノ　
　
ニ

�
二
　
　

庸
愚
知
レ

足
　
之
心
一。
特
望
二

殊
�
一。
�
二

於
矜
濟
一。
不
レ

任
二

慇
懃
之
至
一。
謹
詣
二

春
宮
路
左

　
　
リ
　
　
ヲ

　
　
　
セ
ヨ
　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
ク

サ
キ
ニ　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
チ
　
　
　
ン
ヌ

　
　
ヲ

　
　
タ　
　
　
カ
ラ

一。
奉
レ

啓
陳
乞
。
以
聞
。
至
レ

是
。
　
詔
報
　

曰
。
昨
省
二

來
表
一。
�
知
レ

�
レ

歸
。
�
忌
未
レ

�
。
懸



　
　
ソ　
　
キ

ム
ス
ボ
フ
レ
テ　
　
ニ　
　
シ　
　
　
ヘ
ン　
　
バ

ヨ
モ
ス
カ
ラ　　
　
ヒ
テ　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ
　
　
　
レ
リ　
　
ニ
　
　
　
レ
バ　
　
ラ
　
　
ニ
　
　
フ
　
　
　
タ
リ　　
フ
ニ

車
何
早
。
悲
驚
�
�
。
　
卒
無
二

�
　

言
一。
�
夜
思
レ

�
。
坐
　

而
�
レ

旦
。
不
レ

依
レ

�
レ

�
。
似
レ

�

　
　
ニ　
　
　
　
ス
レ
バ

　
　
　
　
ゲ
ン
ト

　
　
ヲ

　
　
　々
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
キ

　
　
ヲ

　
　
ホ　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
レ

　
　
　
　
　
ク
ス
ル
コ
ト

二

�
光
一。
欲
レ
　

�
二
　

來
�
一。
弥
思
二

賢
佐
一。
�
下

解
二

中
衛
一。
�
帶
中

大
臣
上。
坐
塾
之
閑
。
勿
レ

�
二
　
　

　
　
ヲ

　
　
　
フ
ニ

　
　
　
　
　
　
セ
ン
コ
ト
ヲ

　
　
ク　
　
ハ

�
右
一。
時
凉
想
　

和
�
�
�
也
。
指
不
二

多
及
一。

九
　

　
　
フ
　
　
ル

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
　
　
コ
ト
ニ

丁
酉
。
賜
下

獲
二

白
龜
一

�
山
�
主
。
日
奉
�
廣
主
女
�
人
　
十
六
級
。
�
十
疋
。
綿
廿
屯
。
布
�

　
　
ヲ

フ
ン
ヤ
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
レ
リ

段
。
正
�
一
千
束
上。」
從
二
位
�
室
眞
人
�
三
薨
。
一
品
長
親
王
之
子
　

也
。
�
二

�
�
外
一。
至
二

大

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
　
　
ス
ラ
ク
　
　
　
シ
テ
　
　
　
レ
ト　
　
ケ

　
　
ヲ

　
　
　
カ
ヒ　
　
ス

　
　
ス

�
言
一。
年
老
致
仕
。
�
二

居
私
第
一。
臨
�
�
�
。
薄
葬
　

不
レ

受
二

鼓
吹
一。
�
子
�
　

奉
。
當
代
稱
レ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
ス　
　
ヲ

之
。
�
レ

�
弔
二

賻
之
一。

廿
三

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

辛
亥
。以
二

從
四
位
下
大
�
宿
祢
伯
�
呂
一

爲
二

右
中
弁
一。正
五
位
下
阿
倍
�
臣
�
成
爲
二

員
外
右
中

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

弁
一。
從
五
位
上
石
川
�
臣
豊
人
爲
二

右
少
弁
一。
從
五
位
下
多
�
臣
犬
養
爲
二

式
部
少
輔
一。
從
五
位
下

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
シ
　
　
ノ

阿
倍
�
臣
�
目
爲
二

散
位
頭
一。
從
五
位
下
豊
國
眞
人
秋
篠
爲
二

治
部
大
輔
一。
甲
斐
守
如
レ

故
。
從
五

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

位
上
�
守
王
爲
二

大
炊
頭
一。主
殿
頭
從
五
位
下
�
眞
人
土
生
爲
二

�
伊
勢
介
一。少
�
言
從
五
位
下
當

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ

�
王
爲
二

�
尾
張
守
一。
外
從
五
位
下
佐
太
忌
寸
味
村
爲
二

相
摸
介
一。
從
五
位
上
�
勢
�
臣
�
成
爲
二

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

常
陸
介
一。外
從
五
位
下
�
藏
忌
寸
若
人
爲
二

員
外
介
一。從
五
位
下
田
口
�
臣
水
直
爲
二

信
濃
員
外
介

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

一。
從
五
位
下
池
田
�
臣
眞
枚
爲
二

上
野
介
一。
從
五
位
下
石
川
�
臣
名
繼
爲
二

�
波
介
一。
從
五
位
下
川

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

邊
�
臣
東
人
爲
二

石
見
守
一。
左
少
弁
從
五
位
下
當
�
眞
人
永
嗣
爲
二

�
土
左
守
一。

廿
五

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

癸
丑
。
授
二

正
四
位
上
大
野
�
臣
仲
千
從
三
位
。
正
五
位
上
�
高
宿
祢
�
高
從
四
位
下
。
從
五
位

　
　
ノ

ク
タ
ラ
　ノ
　
　

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

下
�
勢
�
臣
�
勢
野
。
百
濟
王
明
信
並
正
五
位
下
。
從
五
位
下
�
勢
�
臣
魚
女
從
五
位
上
。
外
從

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

五
位
下
賀
陽
�
臣
小
玉
女
。
桑
原
�
嶋
主
。
武
藏
宿
祢
家
刀
自
。
正
七
位
下
縣
犬
養
宿
祢
�
女
。

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

カ
ン
ハ
ト
リ
ノ

カ
ナ
サ
シ
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

无
位
和
氣
�
廣
虫
並
從
五
位
下
。
正
八
位
上
�
�

�
毛
人
女
。
正
七
位
下
金
刺
�
人
若
嶋
並

　
　
ヲ

外
從
五
位
下
一。

廿
六

　
　
ク

　
　
ノ

タ
カ
マ
ド
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

甲
寅
。授
二

伊
豫
守
從
五
位
上
高
圓
�
臣
廣
世
正
五
位
下
。掾
正
六
位
上
中
臣
�
臣
石
根
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

下
。
介
外
從
五
位
下
板
茂
�
眞
釣
外
從
五
位
上
。
員
外
介
正
六
位
上
百
濟
�
水
�
外
從
五
位
下
。

　
　
ノ
ア
タ
ヒ

　
　
ノ

ナ
　
ブ
チ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

外
散
位
外
從
五
位
下
越
智
　

直
飛
鳥
�
呂
。越
智
直
南
淵
�
呂
並
外
從
五
位
上
。肥
後
守
正
五
位

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

下
大
�
宿
祢
駿
河
�
呂
正
五
位
上
。介
從
五
位
下
若
櫻
部
�
臣
乙
�
呂
從
五
位
上
。員
外
介
正
六

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
レ
　
　
　
ス
ル　
　
ヲ

位
上
紀
�
臣
大
純
從
五
位
下
。
掾
正
六
位
上
山
村
許
智
人
足
外
從
五
位
下
一。
並
是
貢
レ

瑞
・
國
郡

　
　
　
ナ
リ　
　
　
ヌ
ル

　
　
テ

　
　
ム

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
ク

司
。
去
　

五
月
有
レ

　
�
。
�
二

位
一
階
一。
至
レ

是
授
焉
。



廿
八

マ
フ
ス　
　
　
シ
テ
　
　
　
ヌ
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ

丙
辰
。
�
綱
言
。
奉
二

去
　

天
�
寶
字
八
年
　
�
一。
�
黨
之
徒
。
於
二

山
林
寺
院
一。
私
聚
二

一
�
已
上

　
　
　
ス
ル　
　
ハ

　
　
ク　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ク　
　
チ

　
　
ヲ

　
　
ク　
　
ム

一。
讀
經
�
�
　

�
。
�
綱
固
加
二

禁
制
一。
由
レ

是
。
山
林
樹
下
。
長
�
二

禪
迹
一。
伽
藍
院
中
。
永
息
二

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ホ　
　
ブ

　
　
ヲ
　
　
　
ン
ヤ　
　
タ

　
　
ノ

　
　
ロ

　
　
　
　
ラ
ン
ヤ
　
　
　
ス
ル

　
　
　
シ
テ　
　
フ

　
　
ノ

梵
�
一。
俗
士
�
許
。
�
�
二

嘉
�
一。
况
　

復
出
家
釋
衆
。
寧
无
二
　

閑
居
　

�
一

乎
。
伏
　

乞
。
長
徃
之

　
　
ハ

　
　
　
　
　
　
ル
シ
玉
ヘ
ト　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ス
　
　
ヲ

徒
。
聽
二
　
　
　

其
脩
行
一。
　
詔
　

許
レ

之
。

　
　
ノ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

十
一
月
己
未
朔
。
授
二

從
四
位
下
�
高
宿
祢
�
高
正
四
位
下
一。

四
　

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ト

壬
戌
。
外
從
五
位
下
山
田
�
�
足
等
卅
人
賜
二

姓
宿
祢
一。

五
　

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

癸
亥
。
授
二

外
從
五
位
下
山
田
宿
祢
�
足
外
從
五
位
上
一。

六
　

　
　
　
シ
テ　
　
ク

ア
キ
ツ
ミ
カ
ミ
ト
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
シ
ロ
シ
メ
ス
ヤ
マ
ト
子

コ

ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ラ
マ

ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

ミ
コ
タ
チ
オ
ホ
キ
ミ

甲
子
。
　
詔
　

曰
。
現
�

大
八
洲
�
知
倭
根
子
天
皇
詔

旨
止
宣

詔
旨
乎
親
王
王

タ
チ
モ
ヽ
ノ
ツ
カ
サ
ノ
ヒ
ト
タ
チ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

ア
レ
ツ
タ
ナ
ク
ヲ
ヂ
ナ
キ
ニ
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
ギ
タ
カ
ミ
ク
ラ
ノ
ワ
ザ
ヲ
ウ
ケ
玉
ハ
リ

臣
百
官

人
�
天
下
�

民
衆

聞
食

宣
。�
以
劣
�
身
承

鴻

業

弖
。

カ
シ
コ
マ

ヲ
ヂ
ス
ヽ
ム

シ

ラ

シ
ゾ
ク

シ

ラ

オ
モ
ホ
セ

タ
フ
ト

ヨ
ロ
コ
ボ
シ

オ
ホ
ミ
コ
ト
ヲ
ミ
ヅ
カ
ラ
ヒ
ト
リ

ウ
ケ
タ
マ
ハ
ラ

オ
モ

�

利
畏
�

毛
不
知
尓
�

毛
不
知
尓
�
念
波
貴
久
慶

伎
御
命

自

獨
能
味
夜
受
給
武
止
�

ホ
シ

ノ
リ

カ
ケ
マ
ク
モ
カ
シ
コ
キ
カ
ス
ガ
ノ
ミ
ヤ
ニ
オ
ホ
マ
シ
マ
シ
シ
ミ

コ
ヲ
タ
ヽ
ヘ
マ
ツ
リ
テ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ヽ
マ
ヲ
シ
マ
タ
ア
ニ
オ
ト
ア
子
イ
モ
ミ

念
弖
奈
毛
法
能
�
尓
�
尓
�
皇
掛
�

御
春
日
宮
皇
子
奉

稱

天

皇
。�
兄
弟
姉
妹
�

コ

タ

チ

ミ
ナ
ミ

コ
ト
ナ
シ

カ
ヾ
フ
リ
ク
ラ
ヰ
ア
ゲ
タ
マ
ヒ
ヲ
サ
メ
タ
マ
フ
マ
タ
井

ノ

ヘ
ノ
ヒ
メ
ミ

コ
ヲ
オ
ホ
キ
サ
キ
ト
サ
ダ
メ
タ
マ
フ

ノ
リ
タ
マ
フ
ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ

王
子
�
悉
作
親
王
弖
冠

位
上
給
治
給
。
�
以
井
上
�
親
王
定

皇

后

止
宣

天
皇
御

ミ
コ
ト
ヲ
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

　
　
ク

〔
桓
武
〕
　
　
ニ
　
　　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
ニ

命

衆

聞
食

宣
。』
授
二

從
四
位
下
　

諱
四
品
一。
從
五
位
下
桑
原
王
。
鴨
王
。
�
王
並
從
四
位

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

下
。
酒
人
�
親
王
三
品
。
從
四
位
下
衣
�
女
王
。
�
波
女
王
。
坂
合
部
女
王
。
能
登
女
王
。
弥
努

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

�
女
王
並
四
品
。
无
位
�
橋
女
王
。
�
波
女
王
。
尾
張
女
王
波
從
四
位
下
。

十
　

　
　
ス
ミ
　
カ
　ノ
　
ニ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

戊
辰
。
行
二

幸
　

御
鹿
原
一。
授
二

山
背
守
從
五
位
下
橘
宿
祢
綿
裳
從
五
位
上
一。

十
九

　
　
ク

ア
　
ヅ
ミ
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
チ　
　
ス

　
　
ニ
　
　
ク

　
　
ツ

　
　
ノ

丁
丑
。
授
二

典
膳
正
六
位
上
安
曇
宿
祢
�
繼
從
五
位
下
一。
�
轉
二

奉
膳
一。
授
二

正
六
位
上
上
毛
野
坂

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

本
�
臣
男
嶋
外
從
五
位
下
一。

二
十

ク
　
ズ
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

戊
寅
。
正
六
位
上
國
栖
小
國
栖
。
无
位
栗
原
�
乙
女
並
授
二

外
從
五
位
下
一。

廿
五

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

癸
未
。
復
二

无
位
大
�
宿
祢
古
慈
斐
本
位
從
四
位
上
一。

廿
七

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヘ

　
　
ニ
　
　
ノ

　
　
　
ス
ル
　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ニ
　
　
ハ

　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
ニ　
　
ス
　
　
ヲ

乙
酉
。
　
�
。
先
後
�
黨
。
一
切
皆
從
二

原
宥
一。
其
�
三

願
　

留
二

住
　
　
配
處
一

�
。
�
二

恣
聽
一レ

之
。

　
　
シ

　
　
ノ

　
　　
　
キ

　
　
　
ル
ニ　
　
ニ
　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ

　
　
　
ツ
テ
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ヲ

如
窮
乏
之
徒
無
レ

資
レ

歸
レ

�
�
。
路
次
�
國
。
量
　

給
二

�
馬
一。

己
丑
朔
　
七
　

　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

サ
ガ
ラ
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ヲ

十
二
月
乙
未
。
賜
二

左
大
臣
正
一
位
藤
原
�
臣
永
手
山
背
國
相
樂
郡
出
水
�
山
二
百
町
一。

廿
二

〔
不
比
等
〕
　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ

庚
戌
。
�
太
政
大
臣
功
封
依
レ

舊
賜
レ

之
。

廿
八

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

丙
辰
。以
二

從
五
位
下
大
原
眞
人
繼
�
呂
一

爲
二

中
務
員
外
少
輔
一。從
五
位
下
紀
�
臣
廣
繼
爲
二

民
部

　
　
ト

シ
ヽ
ヒ
ト
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

少
輔
一。
從
五
位
下
完
人
�
臣
繼
�
呂
爲
二

主
計
頭
一。
從
五
位
下
石
川
�
臣
眞
永
爲
二

兵
部
少
輔
一。



　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ

從
五
位
上
�
守
王
爲
二

大
藏
大
輔
一。從
五
位
下
廣
田
王
爲
二

大
炊
頭
一。從
四
位
上
大
�
宿
祢
古
慈
�

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

爲
二

大
和
守
一。
從
五
位
下
紀
�
臣
�
�
呂
爲
二

美
濃
員
外
介
一。
從
五
位
下
�
勢
�
臣
池
長
爲
二

越
�

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

員
外
介
一。從
五
位
上
皇
甫
東
�
爲
二

越
中
介
一。大
�
事
從
五
位
下
藤
原
�
臣
長
�
爲
二

�
讃
岐
員
外

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

介
一。
從
五
位
下
高
向
�
臣
家
主
爲
二

筑
後
守
一。
從
五
位
下
紀
�
臣
大
純
爲
二

肥
後
介
一。

〔
辛
亥
〕

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ク
　
　
ヲ

二
年
春
正
月
己
未
朔
。
御
二

大
極
殿
一

受
レ

�
。

二
　

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

庚
申
。
授
二

正
四
位
上
藤
原
�
臣
家
子
從
三
位
。
外
從
五
位
上
上
毛
野
佐
位
�
臣
老
刀
自
。
正
六

　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ヲ

位
下
國
　

�

�
成
女
並
從
五
位
下
一。

四
　

　
　
リ

カ
タ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
カ　
　
ヲ

　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
タ　
　
ユ

壬
戌
。
自
二

天
�
�
護
元
年
一

以
來
。
�
尼
度
�
。
一
切
用
二

�
鏡
印
一。
印
レ

之
。
至
レ

是
復
用
二

治
部

　
　
ノ　
　
ヲ

省
印
一。

十
三

　
　
　
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ

辛
未
。
停
二

天
下
�
國
吉
�
�
�
一。

十
五

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

癸
酉
。
從
五
位
上
橘
�
臣
�
�
我
。
從
五
位
下
藤
原
�
臣
蔭
並
授
二

正
五
位
下
一。

十
六

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

甲
戌
。
饗
二

主
典
已
上
於
�
堂
一。
賜
レ

�
有
レ

差
。

廿
三

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

　
　
　
シ
テ　
　
ク

ア
キ
ツ
ミ
カ
ミ
ト
オ
ホ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
シ
ロ
シ
メ
ス
ヤ
マ
ト

子

コ

ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト

辛
巳
。
立
二

他
�
親
王
一

爲
二

皇
太
子
一。
　
詔
　

曰
。
現
�

御
大
八
洲
養
�
根
子
天
皇
詔

ラ
マ
ト
ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

ミ
コ
タ
チ
オ
ホ
キ
ミ
タ
チ
オ
ミ
タ
チ
モ
ヽ
ノ
ツ
カ
サ
ノ
ヒ
ト
タ
チ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

ノ
リ
ノ
マ
ニ
マ

旨
�

命

乎
親
王
�
王

�
臣
百
官

人
�
天
下
�

民
衆

聞
食

宣
。
隨
法

オ
ホ
キ
サ
キ
ノ
ミ

コ

ヲ
サ
ベ
ノ
ミ
コ
ヲ

ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
サ
ダ
メ
タ
マ
フ
カ
レ
コ
ノ
サ
マ
サ
ト
リ

モ
ヽ
ノ
ツ
カ
サ
ノ
ヒ
ト
ド
モ
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
レ
ト
ノ
リ
タ
マ
フ
ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ

尓
皇
后
御
子
他
�
親
王
立
爲
皇
太
子
。故
此
�
悟
弖
百
官

人
�
仕
奉

詔

天
皇
御

ミ
コ
ト
ヲ
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ

ノ
ル

カ
レ
コ
ヽ
ヲ
モ
チ
ア
メ
ノ
シ
タ
ヒ
ロ
ク
ツ
ミ
ビ
ト
ユ
ル
シ
タ
マ
フ
マ
タ
ヒ
ト
リ
フ
タ
リ
ド
モ
カ
ヾ
フ
リ
ク
ラ
井
ア
ゲ
タ
マ
ヒ
ヲ
サ
メ
タ
マ
フ

命

�

聞
食
止
宣
。
故
是
以
大
赦
天
下
罪
人
。
�
一
二
人
等
冠

位
上
賜
治
賜
。

マ
タ
ツ
カ
サ
ビ
ト
ヽ
モ

オ
ホ
ミ

テ
ツ
モ
ノ
タ
マ
フ

ト
シ
タ
カ
キ
ヒ
ト
マ
ヅ
シ
キ
ヒ
ト
ケ
ウ
ギ
ア
ル
ヒ
ト
ド
モ
ヤ
シ
ナ
ヒ
タ
マ
ヒ
ヲ
サ
メ
タ
マ
ハ

ノ
リ
タ
マ
フ
ス
メ
ラ
ガ

�
官

人
等
尓
大
御
手
物
賜
。
高

年

窮

乏

孝

義

人
等
養

給

治

賜
久
止
�

天
皇

オ
ホ
ミ
コ
ト

モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

命

乎
衆

聞
食

宣
。』
授
二

從
五
位
上
藤
原
�
臣
小
�
�
呂
正
五
位
下
。
正
六
位
上
藤
原
�

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

臣
鷲
取
。
多
治
比
眞
人
�
子
。
�
勢
�
臣
馬
主
。
阿
倍
�
臣
常
嶋
。
石
川
�
臣
�
足
。
紀
�
臣
家

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

守
並
從
五
位
下
。正
六
位
上
長
尾
忌
寸
金
村
外
從
五
位
下
一。』以
二

式
部
大
輔
從
四
位
上
藤
原
�
臣

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

家
依
一

爲
二

�
皇
后
宮
大
夫
一。
中
衛
員
外
中
將
從
四
位
上
伊
勢
�
臣
老
人
爲
二

�
亮
一。
大
�
言
正
三

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
ノ
フ
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

位
大
中
臣
�
臣
�
�
呂
爲
二

�
東
宮
傳
一。兵
部
�
從
三
位
藤
原
�
臣
藏
下
�
呂
爲
二

�
春
宮
大
夫
一。

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

右
中
弁
從
四
位
下
大
�
宿
祢
伯
�
呂
爲
二

�
亮
一。�
旨
少
輔
從
五
位
上
石
上
�
臣
家
成
爲
二

�
員
外

　
　
ト亮一。

廿
五

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

癸
未
。
授
二

正
六
位
上
多
治
比
眞
人
名
�
從
五
位
下
一。

廿
八

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

丙
戌
。
授
二

從
四
位
上
藤
原
�
臣
繼
繩
正
四
位
上
。
无
位
紀
�
臣
�
久
。
紀
�
臣
奈
良
並
從
五
位



　
　
ヲ下一。

戊
子
朔
　
三
　

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

二
月
庚
寅
。
復
二

錦
部
�
河
�
賣
本
位
從
五
位
上
一。

九
　

　
　
ノ

　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ
　
　
　
ヘ
ス

丙
申
。
�
幡
國
高
草
�
女
從
五
位
下
國
　

�

�
成
女
等
七
人
賜
二

姓
�
幡
國
�
一。」
石
見
國
�
。

　
　
シ
　
　
フ　
　
ニ

賑
二

給
之
一。

十
一

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

戊
戌
。以
二

從
五
位
下
下
毛
野
�
臣
足
�
呂
一

爲
二

外
衛
少
將
一。外
從
五
位
下
物
部
礒
波
爲
二

左
兵
衛

　
　
ト

大
尉
一。

十
四

　
　
ス
カ
タ
ノ  

ニ

庚
子
。
　
車
駕
幸
二

�
野
一。

十
六

　
　
テ　
　
ル

　
　
ノ　
　
ニ

辛
丑
。
�
到
二

�
波
宮
一。

十
六

〔
永
手
〕

ニ
ハ
カ
ニ　　
　
メ
リ

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
シ
　
　
　
　
ハ
シ
ム

　
　
ノ　
　
ヲ

癸
夘
。
左
大
臣
暴

病
。
　
詔
二

大
�
言
正
三
位
大
中
臣
�
臣
�
�
呂
一

攝
二

行
　
大
臣
事
一。

十
九

　
　
ク

マ
ク
ム
〔
谷
朱
〕

　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ス
ト
ナ
リ

　
　
ヲ

丙
午
。
授
二

莫
牟
師
正
六
位
上
村
上
　

�

大
寶
外
從
五
位
下
一。
優
二
　
　

高
年
一

也
。

廿
一

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
テ　
　
ル

　
　
ノ
カ
リ
ノ
ミ
ヤ
ニ

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ

　
　
ラ　
　
ル

　
　
ノ

　
　
　
ラ
ク

戊
申
。
　
車
駕
取
二

龍
田
�
一。
�
到
二

竹
原
井
　

行
宮
一。
�
幡
之
竿
無
レ

故
自
折
。
時
人
皆
謂
　

執
政

　
　
ノ　
　
　
　
ナ
リ
ト

亡
沒
之
�
�
也
。

廿
二

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

己
酉
。
左
大
臣
正
一
位
藤
原
�
臣
永
手
薨
。
時
年
五
十
八
。
奈
良
�
�
太
政
大
臣
�
�
之
第
二

　
　
ヲ　
　
フ

ム
ロ　
　
ノ
ヲ
ホ
キ
ミ
ト
　
　
テ

　
　
ノ　
　
　
　
ナ
ル
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
ル

也
。
母
曰
二

正
二
位
牟
漏
　

女
王
一。
以
二

累
世
相
門
一
　

�
レ

家
。
授
二

從
五
位
下
一。
�
寶
九
�
至
二

從
三

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
ラ
ル

　
　
ニ

　
　
ク

位
中
�
言
�
式
部
�
一。
寶
字
八
年
九
月
轉
二

大
�
言
一。
授
二

從
二
位
一。
�
護
二
年
�
二
　

右
大
臣
一。
授

　
　
ヲ　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
　
　
ニ
シ
テ　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ニ

二

從
一
位
一。
居
　
二
�
。
轉
二

左
大
臣
一。
寶
龜
元
年
。
高
野
天
皇
不
豫
時
。
�
鏡
因
以
藉
二

�
私
一。

　
　
フ

　
　
ニ

　
　
リ

　
　
　
　
　
ケ
ラ
レ
シ

　
　
ノ　
　
ル

　
　
ク　
　
ル

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニス

　

　
　
　
　
ナ
ン
ト

勢
振
二

�
外
一。
自
二

廢
帝
黜
一。
　
宗
室
有
二

重
望
一

�
。
多
羅
二

非
辜
一。
日
嗣
之
位
。
�
且
レ

�
�
矣
。

　
　
ラ　
　
テ

　
　
　
　
ナ
ル
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

オ
ヨ
ン
デ

　
　
ニ　
　
　
メ
テ　
　
ヲ　
　
ニ

　
　
　
　
ン
ス
ル

　
　
ヲ
　
　
ハ

　
　
ノ

�
鏡
自
以
二

寵
愛
�
渥
一。
日
夜
僥
二

倖
非
望
一。
泪
二
　

于
宮
車
晏
駕
一。
定
レ

策
�
安
二
　

�
禝
一

�
。
大
臣

ソ
コ
ハ
ク
ナ
リ

　
　
テ
　
　
　
　
ス
ル
ニ

　
　
タ
　
　
　
　
シ
玉
フ　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
シ
テ

フ
ン
ヤ
ノ

之
力
居
　
多
焉
。
及
レ

薨
。
　
天
皇
甚
痛
二

惜
　
之
一。
　
詔
　

�
二

正
三
位
中
�
言
�
中
務
�
�
室
眞

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
　
　
セ
シ
メ
テ

　
　
ク

フ
ヂ
ハ
ラ
ノ

人
大
市
。
正
三
位
員
外
中
�
言
�
宮
�
�
右
京
大
夫
石
川
�
臣
豊
成
一。
弔
賻
　
　

之
曰
。
藤
原

ヒ
ダ
リ
ノ
オ
ホ
オ
ミ

ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

ノ
ル

オ
ホ
ミ
コ
ト
ニ
マ
セ
ノ
リ
タ
マ
ハ

オ
ホ
オ
ミ
ア

ス

ハ

マ
井
デ

キ

ツ
カ
ヘ

マ
タ

タ
マ
フ
ア
ヒ
ダ

左

大
臣
尓
詔

大
命
乎
宣
。
大
命

坐
詔

久
。
大
臣
明
日
�
參
出
來
仕
牟
止
待
比
賜
間

ヤ
ス
ミ

ヤ
ス

マ
井
デ

コ
ト

ナ
ク

ス
メ
ラ
ガ
ミ
カ
ド

オ
キ
テ

マ
カ
リ
イ
マ
ス

キ
コ
シ
メ
シ
テ

オ

モ

ホ

オ

ヨ

ヅ

レ

尓
休
息
安
�
利
弖
參
出
末
�
事
波
無
之
帝
天
皇
�

乎
置
而
罷
�

止
聞
看
而
於
母
富
佐
久
。於
与
豆
礼

タ

ハ

コ

ト

イ
フ

マ
コ
ト

ア
ラ
バ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ

オ
ホ
キ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
ツ
カ
サ
ノ

マ
ツ
リ
ゴ
ト
ノ

タ
レ
ニ
ヨ
サ

マ
カ
リ

加
母
多
波
許
止
乎
加
母
云
。信
尓
之
有
�
仕
奉
之
太
政

官
之
政

乎
波
誰
任
之
。加
母
罷

イ

マ

タ
レ
ニ
サ
ヅ
ケ

マ
カ
リ
イ

マ

ウ
ラ
メ
シ

カ
ナ
シ

ア
ガ
オ
ホ
オ
ミ
タ
レ

ア
ガ
カ
タ
ラ

サ

ケ

タ
レ

伊
�
�
。
孰
授
加
母
罷
伊
�
�
。
恨

加
母
悲
加
母
�
大
臣
誰
尓
加
母
我
語
比
佐
氣
牟
。
孰
尓
加
母

ア
ガ
ト

サ

ケ

ク
ヤ
シ

ア
タ
ラ
シ

イ
タ

カ
ナ
シ

オ
ホ
ミ

子

ナ
カ

マ
ス

ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

ノ
ル

ク
ヤ
シ

ア
タ
ラ
シ

我
問
比
佐
氣
牟
止
�

弥
惜

弥
痛
弥
酸
弥
大
御
泣
哭
之
坐
止
詔

大
命
乎
宣
。
�

加
母
惜

加
母

ケ

フ
ヨ
リ

ハ

オ
ホ
オ
ミ
ノ

マ
ヲ
セ
シ

マ
ツ
リ
ゴ
ト
ハ

キ
コ
シ
メ
サ
ズ

ナ
ラ

ア

ス
ヨ
リ

ハ

オ
ホ
オ
ミ
ノ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ
シ
ス
ガ
タ
ハ

ミ
ソ
ナ
ハ
サ
ズ

自
今
日
�
大
臣
之
奏

之
政

�
不
聞
看
夜
成
牟
。
自
明
日
�
大
臣
之
仕
奉

儀
�
不
看
行
夜



ナ
ラ

ツ
キ
ヒ

カ
サ
ナ
リ
ユ
ク

カ
ナ
シ
キ
コ
ト

イ
ヨ
ヽ
オ
コ
ル
ベ
キ

ト
シ
ト
キ
ツ
モ
リ
ユ
ク

サ

ブ

シ

コ
ト

成
牟
。
日
月
累

往
�
尓
�
尓
悲

事
乃
末
之
弥
可
�
加
母
。
�
時
積
往
�
尓
�
尓
佐
夫
之
岐
事
乃
末

イ
ヨ
ヽ
マ
サ
ル
ベ
キ

ア
ガ
オ
ホ
オ
ミ
ハ
ル
ア
キ
ノ
ウ
ル
ハ
シ
キ
イ
ロ

タ
レ
ト
ト
モ
ニ

ミ
ソ
ナ
ハ
シ
モ
テ
ア
ソ
ビ
タ
マ
ハ

ヤ
マ
カ
ハ
ノ
キ
ヨ
キ
ト
コ
ロ
ヲ
バ

之
弥
可
�
加
母
。
�
大
臣
春
秋
麗

色
乎
波
誰
倶
加
母
見
行
弄

賜
牟
。
山
川
�

�

�

タ
レ
ト
ト
モ
ニ

ミ
ソ
ナ
ハ
シ
ア

カ

ラ

タ
マ
ハ

ナ
ゲ
キ
タ
マ

ウ
レ
ヒ
タ
マ

オ
ホ
マ
シ
マ
ス

ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

ノ
ル

ミ

マ

シ

オ
ホ
オ
ミ

孰
倶
加
母
見
行
阿
加
良
閇
賜
牟
止
�

賜
比
憂
賜
比
大
坐
坐
止
詔

大
命
乎
宣
。美
�
之
大
臣

ヨ
ロ
ヅ
ノ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
フ
サ
子
モ
チ
テ
オ
コ
タ
リ
タ
ユ
ム
コ
ト
ナ
ク
マ
ゲ
カ
タ
ブ
ク
ル
コ
ト
ナ

オ
ホ
キ
ミ
タ
チ
オ
ミ
タ
チ

カ
レ
コ
レ
ワ
ク
コ
ヽ
ロ
ナ
ク
ア
マ
子
タ
タ
ヒ
ラ
ケ
ク

乃
万

政

惣
以
无
怠
�

事
無
曲
傾
事
久
王

臣
等

乎
母
彼
此
別
心
无
普

�

マ
ヲ
サ

オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ
ノ

ウ
ヘ

ヒ
ロ
ク
ア
ツ
ク
メ
グ
ミ
テ

マ
ヲ
サ
ヒ
シ
コ
ト
コ
レ
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ

ス
メ
ラ
ガ
ミ
カ
ド

シ
マ
ラ
ク
ノ

マ

マ
カ
リ
イ
デ
テ

ヤ
ス

奏
比
�

民
之
上
乎
母
廣
厚
慈
而
奏

事
此
耳
不
在
。天
皇
�

乎
�

之
間
母
罷
出
而
休

ミ

ヤ
ス

コ
ト
ナ
ツ
ヲ
ス
ク
ニ

マ
ツ
リ
ゴ
ト

ヨ

ク
ア
ル
ベ
キ
サ
マ

ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ
ノ

ヤ

ス

コ
ト

ア
サ
ヨ
ヒ
ヨ
ル
ヒ
ル
ト
イ
ハ
ズ

息
安
母
布
事
无
�
國
之
政

乃
�
善
可
在
�
天
下
�

民
之
息
安
�
流
倍
伎
事
乎
旦
夕
夜
日
不
云

オ
モ
ヒ
ハ
カ
リ
マ
ヲ
サ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
レ
バ

イ
ソ
シ

ア
キ
ラ
ケ

オ

ダ

ヒ

シ

タ

ノ

モ

シ

オ
モ

オ
ホ
マ
シ
マ
ス
ア
ヒ
ダ

タ
チ
マ
チ
ア
ガ

思
議
奏
比
仕
奉
�
�

美
明

美
意
太
比
之
美
多
能
母
志
美
思
保
之
ツ
ヽ
大
坐
坐
間
尓
忽

�

ミ
カ
ド

サ
カ
リ
テ

マ
カ
リ

イ
ハ

ス

ベ

ナ
ク
セ

ス

ベ

シ

ラ

ク
ヤ
シ

タ
マ

ワ

ビ

タ
マ

オ
ホ
マ
シ
マ
ス

�

乎
離
而
罷
「
止
富
」
�
之
奴
礼
婆
言
牟
�
部
母
無
爲
牟
�
倍
母
不
知
尓
�

�
賜
比
和
�
賜
比
大
坐
坐

ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

ノ
ル

マ
タ
コ
ト
ワ
ケ
テ
ノ
リ
タ
マ
ハ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ

コ
ト
ヒ
ロ

ア
ツ

ミ

マ

シ

オ
ホ
オ
ミ
ノ

イ
ヘ
ノ
ウ
チ
ノ
コ

ド
モ

止
詔

大
命
乎
宣
。
�
事
別
詔

久
。
仕
奉
志
事
廣
美
厚
美
弥
�
之
大
臣
之
家
�

子
等
乎

ハ

フ

リ

タ
マ
ハ
ズ
ウ
シ
ナ
ヒ
タ
マ
ハ
ズ
メ
グ
ミ
タ
マ

オ
コ
シ
タ
マ

タ
ヅ
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タ
マ

カ
ヘ
リ
ミ
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マ

ミ

マ

シ
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オ
ミ

マ
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ヂ
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母
波
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理
不
賜
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不
賜
慈
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波
牟
�

賜
波
牟
温
賜
波
牟
人
目
賜
波
牟
美
�
之
大
臣
乃
罷
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母
宇
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ロ
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ヽ
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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サ
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リ
ト

ホ
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ス

ノ
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ミ
コ
ト
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ル

　
　
ノ

之
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久
心
母
意
太
比
尓
念
而
�
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幸
久
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止
富
良
�
倍
之
止
詔

大
命
乎
宣
。』石
川
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臣
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ツ
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コ
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サ
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イ
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ノ
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ラ
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カ
ケ
マ
ク

カ
シ
コ
キ
ア
フ
ミ
ノ
オ
ホ
ツ
ノ

成
宣
曰
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大
命

坐
詔

久
。
美
�
之
大
臣
乃
仕
奉
來
�
波
不
今
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。
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母
畏
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江
大
津

ミ
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シ
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ロ
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ヽ
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キ
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ヨ
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ス
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ラ
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宮
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宇

天
皇
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世
尓
八
大
臣
之
曾
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藤
原
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臣
」
�

大
臣
明
�
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以
弖
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ミ
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ス
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ツ
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ツ
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ヂ
ハ
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乎
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奉
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原
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心
以
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皇
�

乎
助
奉
仕
奉
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。
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大
臣
�
鈍

�
乎
扶
奉
仕
奉
�
之
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�
乃

ヨ
ヲ
カ
サ
子
テ
ツ
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ツ
リ

コ
ト
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タ
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モ
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レ
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ヽ
ヲ
モ
テ
オ
ヤ
タ
チ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ

累
世
而
仕
奉
�
佐
部
流
事
乎
奈
母
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多
自
氣
奈
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伊
蘇
志
美
思

坐
�
。故
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乃
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奉
之

ツ
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テ
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リ
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オ
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オ
ミ
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マ
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ル
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イ
ト
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シ
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リ
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ト
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オ
ミ
ノ

ク
ラ
井
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ゲ
タ
マ

サ
ヅ
ケ
タ
マ
フ
ト
キ
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母
有
。
�
�
大
臣
乃
仕
奉
�
母
�

美
重
美
太
政

大
臣
之
位
尓
上
賜
比
授
賜
時

カ
タ
ク
イ
ナ
ミ
マ
ヲ
シ
テ

ウ
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タ
マ
ハ
ズ
ナ
リ

サ
テ
ノ
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ニ

タ
マ
ハ
ム

オ
モ

マ

オ
ホ
キ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
ノ
オ
ホ
オ
ミ
ノ

ク
ラ
井

ア
ゲ

尓
固
辞
申
而
不
受
賜
成
尓
岐
。
然
後
母
將
賜
止
思
富
之
坐
之
奈
何
良
太
政

大
臣
之
位
尓
上

タ
マ

ヲ
サ
メ
タ
マ
ハ

ノ
リ
タ
マ
フ
オ
ホ
ミ
コ
ト

ノ
ル
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

サ
ヘ
キ
ノ

賜
比
治
賜
久
止
詔

大
命
乎
宣
。』
�
二

正
四
位
下
田
中
�
臣
多
太
�
呂
。從
四
位
上
佐
伯
宿
祢

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

今
毛
人
。
從
四
位
下
大
�
宿
祢
伯
�
呂
�
一。
監
二

護
　
喪
事
一。

廿
七

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

甲
寅
。
授
二

正
六
位
上
和
氣
�
細
目
外
從
五
位
下
一。

　
　
ノ

　
　
　
ヨ
リ　
　
ス

　
　
ヲ

三
月
戊
午
朔
。
大
宰
府
　

献
二

白
雉
一。

四
　

　
　
ノ

イ
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ

ハ
ギ

　
　
ノ

　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

辛
酉
。
�
江
國
磐
田
郡
主
帳
无
位
若
湯
坐
部
龍
�
呂
。
�
原
郡
主
帳
无
位
赤
染
　

�

長
濱
。
城

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
テ

�
郡
主
帳
无
位
玉
作
部
廣
�
。
檜
�
�
人
部
�
國
。
讃
岐
國
三
野
郡
人
�
部
臣
豊
�
。
各
以
二

私

　
　
ヲ
　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
フ
　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
ヲ

物
一

養
二

窮
民
廿
人
已
上
一。
賜
二

�
人
　
二
級
一。

五
　

　
　
ム

　
　
ノ　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
ラ

　
　
ヲ

壬
戌
。
令
三

天
下
�
國
　
祭
二

疫
�
一。



十
一

　
　
ム

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ　
　
ヲ

戊
辰
。
停
二

隼
人
帶
一レ
　
　

劔
。

十
三

　
　
　
シ
テ　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

　
　
ク

　
　
ヲ

庚
午
。
　
詔
　

以
二

大
�
言
正
三
位
大
中
臣
�
臣
�
�
呂
一

爲
二

右
大
臣
一。
授
二

從
二
位
一。
正
三
位
藤

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ニ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

原
�
臣
良
繼
爲
二

�
臣
一。
正
三
位
�
室
眞
人
大
市
。
藤
原
�
臣
魚
名
並
爲
二

大
�
言
一。
正
三
位
石
川

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

〔
桓
武
〕
　
　
　

　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

�
臣
豊
成
。
從
三
位
藤
原
�
臣
繩
�
呂
爲
二

中
�
言
一。
四
品
　

諱
爲
二

中
務
�
一。
從
三
位
石
上
�
臣

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

宅
嗣
爲
二

式
部
�
一。
正
四
位
下
藤
原
�
臣
百
川
【
本
名
雄
田
�
呂
】
爲
二

大
宰
帥
一。
右
大
弁
�
竪
大

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
シ
　
　
ノ

輔
右
兵
衛
督
越
�
守
並
如
レ

故
。

十
五

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ク

　
　
　
フ
ス

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ハ

　
　
フ

壬
申
。
　
�
。
�
臣
�
掌
。
官
位
。
�
賜
。
�
�
。
雜
物
�
。
�
三

皆
同
二

大
�
言
一。
但
�
封
�
賜

　
　
ヲ

二

一
千
�
一。

廿
九

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

丙
戌
。
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和
氣
�
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�
呂
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位
下
一。

　
　
ノ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

閏
三
月
戊
子
朔
。
授
二

正
五
位
下
佐
伯
宿
祢
三
野
從
四
位
下
一。」
以
二

從
五
位
下
紀
�
臣
廣
純
一

爲
二

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

左
少
弁
一。
從
五
位
下
大
中
臣
�
臣
繼
�
呂
爲
二

�
旨
少
輔
一。
從
四
位
下
�
王
爲
二

左
大
�
人
頭
一。
從

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

五
位
下
布
勢
王
爲
二

�
匠
頭
一。外
從
五
位
下
吉
田
�
斐
太
�
呂
爲
二

�
藥
正
一。從
五
位
下
廣
川
王
爲

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

二

�
礼
正
一。
從
四
位
上
藤
原
�
臣
家
依
爲
二

式
部
大
輔
一。
從
五
位
下
多
治
比
眞
人
豊
濱
爲
二

大
學
助

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

一。
從
五
位
下
�
勢
�
臣
馬
主
爲
二

雅
樂
頭
一。
從
五
位
上
�
井
王
爲
二

玄
蕃
頭
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從
五
位
下
石
川
�
臣

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

眞
永
爲
二

民
部
少
輔
一。
從
五
位
下
阿
倍
�
臣
許
智
爲
二

主
�
頭
一。
正
五
位
上
石
川
�
臣
名
足
爲
二

兵

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

部
大
輔
一。
從
五
位
下
紀
�
臣
古
佐
美
爲
二

少
輔
一。
從
四
位
下
藤
原
�
臣
濱
足
爲
二

刑
部
�
一。
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

下
多
治
比
眞
人
名
�
爲
二

少
輔
一。
正
五
位
下
豊
野
眞
人
奄
智
爲
二

大
�
事
一。
從
五
位
下
伊
刀
王
爲
二

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

木
工
頭
一。
外
從
五
位
下
日
置
　

�

�
形
爲
レ

助
。
從
五
位
下
三
關
王
爲
二

正
親
正
一。
從
五
位
上
佐

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

伯
宿
祢
�
毛
流
爲
二

右
京
亮
一。從
五
位
下
�
室
眞
人
眞
老
爲
二

�
宮
少
輔
一。從
五
位
下
�
原
眞
人
�

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

眞
爲
二

攝
津
亮
一。從
五
位
下
阿
倍
�
臣
常
嶋
爲
二

河
�
介
一。左
衛
士
督
正
四
位
下
藤
原
�
臣
田
�
呂

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

爲
二

�
參
河
守
一。正
五
位
下
石
川
�
臣
垣
守
爲
二

安
�
守
一。式
部
大
輔
從
四
位
上
藤
原
�
臣
家
依
爲

　
　
ノ　
　
ト

シ
ヽ
ヒ
ト
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

二

�
�
江
守
一。
從
五
位
下
完
人
�
臣
繼
�
呂
爲
二

員
外
介
一。
中
衛
少
將
正
五
位
下
藤
原
�
臣
小
�

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

�
呂
爲
二

�
美
濃
守
一。中
衛
中
將
從
四
位
上
佐
伯
宿
祢
伊
多
智
爲
二

�
下
野
守
一。從
四
位
下
佐
伯
宿

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

祢
美
濃
爲
二

陸
�
守
�
鎭
守
將
軍
一。從
五
位
下
�
勢
�
臣
池
長
爲
二

越
�
介
一。正
五
位
上
石
上
�
臣

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

息
繼
爲
二

�
波
守
一。
從
五
位
下
田
中
王
爲
二

�
後
守
一。
外
衛
大
將
正
四
位
上
藤
原
�
臣
繼
繩
爲
二

�

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

但
馬
守
一。
�
衛
將
監
從
五
位
下
紀
�
臣
�
守
爲
二

�
介
一。衛
門
佐
從
五
位
下
粟
田
�
臣
鷹
守
爲
二

�



　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

�
幡
守
一。
正
五
位
下
奈
�
王
爲
二

伯
耆
守
一。
�
廐
頭
正
五
位
下
藤
原
�
臣
雄
依
爲
二

�
�
�
守
一。
正

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

四
位
下
坂
上
大
忌
寸
苅
田
�
呂
爲
二

中
衛
中
將
�
安
藝
守
一。
�
衛
少
將
從
五
位
下
藤
原
�
臣
種
繼

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

爲
二

�
紀
伊
守
一。
從
五
位
下
當
�
眞
人
永
嗣
爲
二

土
左
守
一。

二
　

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

己
丑
。
授
二

无
位
橘
宿
祢
御
笠
從
五
位
下
一。

七
　

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

甲
午
。
授
二

正
六
位
上
藤
原
�
臣
鷹
取
從
五
位
下
一。

十
五

　
　
テ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
フ

　
　
　
　
　
カ
ン
コ
ト
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス
　
　
ヲ

壬
寅
。
始
�
二

陸
�
國
司
�
�
雜
�
一。」
是
日
。
�
綱
�
レ

置
二
　
　
　

威
儀
法
師
六
員
一。
許
レ

之
。

十
七

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

甲
辰
。
授
二

從
五
位
下
�
�
宿
祢
毛
人
女
從
五
位
上
一。

十
八

　
　
ノ
　
　
　
ヨ
リ　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
フ

乙
巳
。
壹
伎
嶋
　

獻
二

白
雉
一。
授
二

守
外
從
五
位
下
田
部
直
息
�
呂
外
從
五
位
上
一。
賜
二

�
十
疋
。
綿

　
　
ヲ

　
　
ノ

井
　
カ
ヒ
ニ

　
　
ニ
ス　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
ノ

廿
屯
。
布
�
端
。
�
一
千
束
一。
目
從
七
位
下
笠
�
臣
�
養
從
七
位
上
。
賞
賜
�
レ

之
。
除
二

當
嶋

　
　
カ

　
　
ヲ

田
租
三
�
之
一
一。

廿
二

　
　
ク

　
　
ノ　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

己
酉
。
授
二

外
從
五
位
下
伊
豆
國
　

�

伊
豆
直
乎
美
奈
從
五
位
下
一。

廿
八

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ニ

　
　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ

己
夘
。
无
位
�
原
王
。
乙
訓
王
。
並
復
二

本
位
從
五
位
下
一。
无
位
安
倍
�
臣
息
�
　

從
四
位
下
。
无

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

位
多
治
比
眞
人
木
人
。
大
原
眞
人
今
城
　

並
從
五
位
上
。

丁
巳
朔
　
廿
六

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

夏
四
月
壬
午
。
復
二

无
位
紀
�
臣
犬
養
本
位
從
五
位
下
一。
�
正
六
位
上
大
�
宿
祢
村
上
。
紀
�
臣

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

�
雄
並
授
二

從
五
位
下
一。

丙
戌
朔
　
三
　

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ト

　
　
ニ　
　
ル
　
　
ノ　
　
ニ

五
月
戊
子
。
外
從
五
位
下
柴
原
�
乙
妹
女
。
勳
十
等
柴
原
�
�
足
賜
二

姓
宿
祢
一。
並
止
二

其
身
一。

十
四

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

己
亥
。
授
二

從
五
位
上
佐
伯
宿
祢
國
�
正
五
位
下
。
正
六
位
上
賀
祢
�
雄
津
�
呂
外
從
五
位
下
一。」

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ト

　
　
ノ

從
四
位
上
阿
倍
�
臣
毛
人
爲
二

伊
勢
守
一。從
五
位
下
大
中
臣
�
臣
子
老
爲
レ

介
。從
五
位
下
藤
原
�

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

臣
鷲
取
爲
二

員
外
介
一。
從
四
位
下
田
中
�
臣
多
太
�
呂
爲
二

美
濃
守
一。
從
五
位
下
紀
�
臣
廣
純
爲
レ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

介
。
從
五
位
下
藤
原
�
臣
長
�
爲
二

員
外
介
一。
正
五
位
下
藤
原
�
臣
小
�
�
呂
爲
二

上
野
守
一。
右
衛

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

士
督
從
四
位
上
藤
原
�
臣
楓
�
呂
爲
二

�
讃
岐
守
一。「
從
三
位
藤
原
�
臣
藏
下
�
呂
爲
大
宰
帥
」

十
七

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

壬
寅
。
授
二

正
六
位
上
小
野
�
臣
小
野
虫
賣
從
五
位
下
一。

十
九

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

甲
辰
。
復
二

无
位
若
狹
�
敷
�
臣
長
女
本
位
正
五
位
上
一。

廿
三

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ト

戊
申
。
�
衛
勳
六
等
藥
師
寺
奴
百
足
賜
二

姓
三
嶋
部
一。

廿
四

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
　
シ
テ
　
　
　
ス
ヲ　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ヲ

己
酉
。
右
京
人
白
原
�
三
成
獻
二

�
�
　

成
一レ

字
。
賜
二

若
狹
國
�
五
百
束
一。

廿
九

　
　
テ　
　
ク

　
　
ノ〔
施
基
〕

　
　
ノ

　
　
ヲ

甲
寅
。
始
設
二

田
原
天
皇
八
月
九
日
忌
齋
於
川
原
寺
一。



丙
辰
朔
　
十
　

　
　
ル

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
ス
レ
ハ
ナ
リ

　
　
ノ

六
月
乙
丑
。
奉
二

�
毛
馬
於
�
生
川
上
�
一。
旱
　
　
也
。」
參
議
治
部
�
從
四
位
上
多
治
比
眞
人
土

　
　
ス

作
卒
。

廿
七

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ク

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ

壬
午
。
渤
�
國
�
�
綬
大
夫
壹
萬
�
等
三
百
廿
五
人
。
駕
二

�
十
七
隻
一。
着
二

出
�
國
賊
地
野
代
湊

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ス

一。
於
二

常
陸
國
一

安
置
供
給
。

乙
酉
朔
　
十
一

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

イ
カ
ル
カ
〔
谷
朱
〕

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

秋
七
月
乙
未
。
故
從
四
位
上
守
部
王
之
男
笠
王
。
何
鹿
王
。
爲
奈
王
。
正
三
位
三
原
王
之
男
山
口

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ヌ
ル

王
。
長
津
王
。
�
王
之
男
葦
田
王
及
孫
他
田
王
。
津
守
王
。
豊
浦
王
。
宮
子
王
去
　

天
�
寶
字
八

　
　
ヒ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ

年
賜
二

姓
三
長
眞
人
一。
配
二

�
後
國
一。
從
四
位
下
三
嶋
王
之
女
河
邊
・
王
。
�
王
配
二

伊
豆
國
一。
至

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ヲ

レ

是
皆
復
二

属
籍
一。

廿
三

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

丁
未
。以
二

正
五
位
下
高
賀
茂
�
臣
�
雄
一

爲
二

員
外
少
�
言
一。從
五
位
下
依
智
王
爲
二

右
大
�
人
頭

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

一。
從
五
位
下
石
城
王
爲
二

�
殿
頭
一。
從
四
位
上
大
津
�
大
浦
爲
二

陰
陽
頭
一。
從
五
位
下
藤
原
�
臣
是

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

人
爲
二

大
學
助
一。
從
五
位
下
長
谷
眞
人
於
保
爲
二

散
位
頭
一。
從
五
位
下
甲
賀
王
爲
二

�
陵
頭
一。
外
從

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

五
位
下
土
師
宿
祢
和
�
呂
爲
レ

助
。正
五
位
上
石
川
�
臣
名
足
爲
二

民
部
大
輔
一。從
五
位
下
佐
伯
宿

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

祢
久
良
�
呂
爲
二

少
輔
一。
從
五
位
下
百
濟
王
武
鏡
爲
二

主
計
頭
一。
正
四
位
下
藤
原
�
臣
田
�
呂
爲
二

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
シ
　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

兵
部
�
一。
參
河
守
如
レ

故
。
正
五
位
下
豊
野
眞
人
奄
智
爲
二

大
輔
一。
從
五
位
上
大
原
眞
人
今
城
爲
二

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

少
輔
一。
正
五
位
上
淡
�
眞
人
三
�
爲
二

刑
部
大
輔
一。
從
五
位
下
吉
�
�
臣
眞
�
爲
二

大
藏
少
輔
一。
從

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

五
位
下
紀
�
臣
犬
養
爲
二

宮
�
少
輔
一。大
�
言
正
三
位
�
室
眞
人
大
市
爲
二

�
彈
正
尹
一。從
五
位
下

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

石
川
�
臣
�
足
爲
二

鑄
�
次
官
一。
從
五
位
下
參
河
王
爲
二

和
泉
守
一。
從
四
位
下
百
濟
王
理
伯
爲
二

伊

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

勢
守
一。
從
五
位
下
安
倍
�
臣
�
目
爲
二

�
江
介
一。
從
五
位
下
多
治
比
眞
人
乙
兄
爲
二

武
藏
員
外
介
一。

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

從
五
位
下
笠
�
臣
�
引
爲
二

陸
�
介
一。外
從
五
位
下
六
人
部
�
廣
�
爲
二

越
後
介
一。左
少
弁
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

下
美
和
眞
人
土
生
爲
二

�
但
馬
員
外
介
一。從
五
位
上
�
井
王
爲
二

�
幡
員
外
介
一。從
五
位
下
大
�
宿

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

祢
不
破
�
呂
爲
二

美
作
介
一。從
五
位
下
百
濟
王
利
善
爲
二

讃
岐
員
外
介
一。從
五
位
下
�
室
眞
人
�
坂

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

�
呂
爲
二

伊
豫
守
一。
從
五
位
下
石
川
�
臣
眞
永
爲
二

大
宰
少
貳
一。
外
從
五
位
下
土
師
宿
祢
位
爲
二

肥

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

�
守
一。
從
五
位
上
紀
�
臣
�
�
呂
爲
二

豊
後
守
一。

甲
寅
朔
　
三
　

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

八
月
丙
辰
。以
二

從
五
位
下
多
治
比
眞
人
乙
兄
一

爲
二

�
江
介
一。從
五
位
下
安
倍
�
臣
�
目
爲
二

武
藏

　
　
ノ　
　
ト

員
外
介
一。

四
　

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

丁
巳
。
設
二

高
野
天
皇
忌
齋
於
西
大
寺
一。



八
　

ヤ
フ
ル

　
　
ノ

　
　
カ

　
　
ヲ

　
　
メ

　
　
ヒ
　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

辛
酉
。
毀
二

外
從
五
位
下
�
比
宿
祢
乙
女
位
記
一。
初
乙
女
誣
三

�
�
坂
女
王
。
縣
犬
養
姉
女
等
厭
二

　
　
　
ス
ト

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ

キ
ヨ
ム
　
　
ニ
　
　
　
レ
リ

　
　
カ

　
　
ヲ

魅
　

乘
輿
一。
至
レ

是
姉
女
罪
�
。
故
毀
二

乙
女
位
記
一。

二
十

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

癸
酉
。
授
二

正
六
位
下
足
�
臣
眞
橋
從
五
位
下
。
正
六
位
上
高
田
�
刀
自
女
外
從
五
位
下
一。

廿
六

　
　
　
メ
テ　
　
ム
　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
テ

　
　
ビ

己
夘
。
初
　

令
下

�
司
　
鑄
二

�
綱
及
大
安
。
藥
師
。
東
大
。
興
�
。
新
藥
師
。
元
興
。
法
�
。
弘

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
タ

　
　
ニ

�
。
四
天
王
。
崇
�
。
法
華
。
西
�
等
寺
印
一。
各
頒
中

本
寺
上。

　
　
ノ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

九
月
甲
申
朔
。
授
二

從
五
位
下
笠
�
臣
�
引
從
五
位
上
一。

十
三

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ヲ

丙
申
。
和
氣
王
男
女
大
�
王
。
長
岡
王
。
名
草
王
。
山
階
王
。
�
女
王
並
復
二

属
籍
一。
從
四
位
下

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

三
嶋
王
之
男
林
王
。
從
四
位
下
三
�
王
之
男
女
三
直
王
。
�
取
王
。
三
宅
王
。
畝
火
女
王
。
石
部

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ト

女
王
。
從
四
位
上
守
部
王
之
男
笠
王
。
何
鹿
王
。
�
名
王
。
賜
二

姓
山
邊
眞
人
一。

十
六

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
シ
　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

己
亥
。
以
二

從
五
位
下
當
�
眞
人
永
繼
一

爲
二

右
少
弁
一。
土
左
守
如
レ

故
。
從
五
位
下
石
川
�
臣
望
足

　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

爲
二

大
監
物
一。
從
四
位
下
安
倍
�
臣
息
�
爲
二

�
藏
頭
一。
外
從
五
位
下
賀
祢
�
小
津
�
呂
爲
二

大
學

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

員
外
助
一。
外
從
五
位
下
林
宿
祢
雜
物
爲
二

主
計
助
一。
外
從
五
位
下
日
置
�
�
形
爲
二

主
�
助
一。
從
五

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

位
下
相
摸
宿
祢
伊
波
爲
二

鼓
吹
正
一。從
五
位
下
賀
茂
�
臣
大
川
爲
二

木
工
助
一。從
五
位
下
田
部
宿
祢

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

男
足
爲
二

典
藥
員
外
助
一。
外
從
五
位
下
村
國
�
子
老
爲
二

園
池
正
一。
正
五
位
下
小
野
�
臣
小
贄
爲
二

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

攝
津
大
夫
一。從
五
位
上
榎
井
�
臣
子
�
爲
二

�
宮
大
輔
一。正
五
位
下
息
長
�
生
眞
人
大
國
爲
二

少
輔

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

一。
�
衛
少
將
從
五
位
下
藤
原
�
臣
種
繼
爲
二

�
山
背
守
一。
從
四
位
下
桑
原
王
爲
二

上
総
守
一。
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

下
�
勢
�
臣
馬
主
爲
レ

介
。
從
五
位
下
石
川
�
臣
豊
人
爲
二

下
総
介
一。
從
五
位
下
「
少
」
雀
部
�
臣

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

�
�
爲
二

若
狹
守
一。從
五
位
下
和
氣
宿
祢
�
�
呂
爲
二

播
�
員
外
介
一。從
五
位
下
息
長
眞
人
�
足
爲

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

二

長
門
守
一。
從
五
位
下
伊
刀
王
爲
二

紀
伊
守
一。
圖
書
助
從
五
位
下
�
部
�
臣
人
上
爲
二

�
伊
豫
介
一。

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

正
五
位
上
大
�
宿
祢
�
立
爲
二

大
宰
少
貳
一。
從
五
位
上
佐
伯
宿
祢
助
爲
二

肥
後
守
一。

十
八

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ

辛
丑
。
復
二

犬
部
�
�
呂
姉
女
等
本
姓
縣
犬
養
宿
祢
一。

廿
二

　
　
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ

乙
巳
。
罷
二

左
右
�
準
署
一。

癸
丑
朔
　
五
　

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

�
十
月
丁
巳
。
授
二

正
六
位
上
藤
原
�
臣
仲
男
�
呂
從
五
位
下
一。

十
四

メ
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ム
ツ
ト
ハ

　
　
ニ

丙
寅
。
�
二

渤
�
國
�
�
綬
大
夫
壹
萬
�
已
下
�
人
一。
令
レ

會
二

賀
正
一。

十
六

　
　
　
シ
テ　
　
ツ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ヲ

戊
辰
。
詔
　

�
二

越
�
國
從
四
位
下
勳
六
等
釼
�
�
封
廿
�
。
田
二
町
一。

十
七

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

己
巳
。
復
二

无
位
紀
�
臣
伊
保
本
位
正
五
位
下
。
紀
�
臣
牛
養
本
位
從
五
位
下
一。



廿
七

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ　
　
ハ
　
　
　
ド
モ

　
　
　
　
セ
リ
ト

　
　
ニ
　
　
　
子
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
シ
　
　
ヘ

　
　
ノ

　
　
ノ

己
夘
。
太
政
官
奏
。
武
藏
國
雖
レ

属
二
　

山
�
一。
�
　

承
二

�
�
一。
�
�
繁
多
。
�
供
�
レ

堪
。
其
東
山

　
　
ハ

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
レ
　
　
　
ナ
リ

　
　
　
ル
ニ　
　
テ　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ノ

驛
路
。
從
二

上
野
國
新
田
驛
一。
�
二

下
野
國
足
利
驛
一。
此
�
�
　

也
。
而
　

枉
從
二

上
野
國
邑
樂
郡
一。

　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
ツ
テ　
　
ル

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ノ　
　
ニ

　
ハ

　
　
リ

　
　
ノ

經
二

五
ヶ
驛
一。
到
二

武
藏
國
一。
事
畢
　

去
日
。
�
取
二

同
�
一。
向
二

下
野
國
一。
今
東
�
�
�
。
從
二

相
摸

イ
サ
マ
〔
谷
青
〕

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
シ
　
　
　
ル
ニ　
　
リ
　
　
ヲ

　
　
　
　
ク
コ
ト　
　
ニ

　
　
テ　
　
シ

　
　
　
　
ス
ル
ニ

國
夷
參
驛
一。
�
二

下
総
國
一。
其
間
四
驛
。
往
�
�
�
。
而
　

去
レ

此
就
レ
　

彼
損
�
極
多
。
臣
�
商
量
。

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
　
セ
バ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
ン
ト

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ス

　
　
ク

　
　
ノ
オ
フ
ト

改
二

東
山
�
一。
属
二

東
�
�
一。
�
私
得
レ

�
。
人
馬
有
レ

息
。
　
奏
可
。」
授
二

正
六
位
上
英
保
　

首
代

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
　
ナ
リ
　
　
　
ル
ヲ

　
　
ノ　
　
ヲ

作
外
從
五
位
下
一。
以
レ

搆
二

西
大
寺
�
�
天
堂
一

也
。

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ

十
一
月
癸
未
朔
。
�
レ

�
�
二
　

入
唐
�
舶
四
艘
於
安
藝
國
一。

十
一

　
　
ノ

　
　
ノ

　
〔
ヲ
　
カ
〕

ヲ
シ
カ
ノ

　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ト

癸
巳
。
陸
�
國
桃
生
郡
人
外
從
七
位
下
牡
鹿
�
�
手
賜
二

姓
�
嶋
宿
祢
一。

十
八

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
　
　
ラ
シ
ム
イ
ツ
キ
ノ
ミ
ヤ
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ

庚
子
。
�
二

鍛
冶
正
從
五
位
下
氣
太
王
一

�
二
　
　

齋

宮
於
伊
勢
國
一。

十
九

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

辛
丑
。以
二

從
五
位
下
紀
�
臣
古
佐
美
一

爲
二

式
部
少
輔
一。從
五
位
下
多
治
比
眞
人
豊
濱
爲
二

治
部
少

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

輔
一。主
殿
頭
從
五
位
下
美
和
眞
人
土
生
爲
二

�
�
波
員
外
介
一。從
五
位
下
多
�
臣
犬
養
爲
二

但
馬
員

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

外
介
一。
從
五
位
下
紀
�
臣
大
純
爲
二

�
�
介
一。
從
五
位
下
大
�
宿
祢
村
上
爲
二

肥
後
介
一。
從
五
位
上

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

安
倍
�
臣
御
縣
爲
二

豊
�
守
一。

廿
一

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

癸
夘
。
御
二

太
政
官
院
一。
行
二

大
甞
之
事
一。
參
河
國
爲
二

由
機
一。
�
幡
國
爲
二

�
岐
一。
參
議
從
三
位
式

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

部
�
石
上
�
臣
宅
嗣
。
�
波
守
正
五
位
上
石
上
�
臣
息
嗣
。
�
旨
少
輔
從
五
位
上
�
春
宮
員
外
亮

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ツ
　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

石
上
�
臣
家
成
。
散
位
從
七
位
上
榎
井
�
臣
種
人
立
二

�
楯
桙
一。
大
和
守
從
四
位
上
大
�
宿
祢
古

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

慈
斐
。
左
大
弁
從
四
位
上
�
播
�
守
佐
伯
宿
祢
今
毛
人
開
門
。
�
藏
頭
從
四
位
下
阿
倍
�
臣
息

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ス
　
　
ノ

�
。助
從
五
位
下
阿
倍
�
臣
草
�
呂
奏
二

�
司
宿
侍
名
簿
一。右
大
臣
大
中
臣
�
臣
�
�
呂
奏
二

�
壽

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ニ

　
　
ヲ

詞
一。
弁
官
�
奏
二

兩
國
獻
物
一。
賜
二

右
大
臣
�
六
十
疋
一。
賜
二

五
位
已
上
衾
各
一
領
一。

廿
三

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

乙
巳
。
以
二

從
三
位
石
上
�
臣
宅
嗣
一

爲
二

中
�
言
一。
正
四
位
下
藤
原
�
臣
百
川
。
從
四
位
上
阿
倍

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ノ　
　
ニ　
　
　
コ
ト

　
　
ビ

　
　
ノ

　
　
ニ
ヲ

�
臣
毛
人
爲
二

參
議
一。」
是
日
。
宴
二

五
位
已
上
於
閣
門
�
幄
一。
賜
二

五
位
已
上
及
�
外
命
�
�
一。
各

　
　
リ有レ

差
。

廿
四

　
　
　
コ
ト

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
ノ

丙
午
。
賜
二

親
王
已
下
五
位
已
上
絲
一。
各
有
レ

差
。
其
明
經
。
�
章
。
�
博
士
。
明
法
。
�
�
。
醫

　
　
テ

　
　
ニ　
　
フ
　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
ヲ

　
　
ク

�
。
陰
陽
。
天
�
。
�
�
。
貨
殖
。
恪
�
。
工
巧
。
武
士
。
惣
五
十
五
人
賜
二

絲
人
　
十
�
一。』
授

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

二

從
五
位
上
紀
�
臣
廣
�
正
五
位
下
一。
復
二

无
位
大
�
宿
祢
田
�
呂
本
位
從
五
位
下
一。

廿
五

　
　
ク

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ニ

丁
未
。
授
二

從
五
位
下
壹
志
濃
王
從
四
位
下
。
正
五
位
下
奈
�
王
正
五
位
上
。
從
五
位
下
當
�
王



　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

從
五
位
上
。
從
四
位
上
大
�
宿
祢
古
慈
斐
。
藤
原
�
臣
楓
�
呂
並
正
四
位
下
。
從
四
位
下
藤
原
�

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

臣
濱
足
。
大
�
宿
祢
伯
�
呂
並
從
四
位
上
。
正
五
位
上
大
�
宿
祢
駿
河
�
呂
。
正
五
位
下
大
�
宿

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

祢
家
持
。
正
五
位
上
石
上
�
臣
息
嗣
並
從
四
位
下
。
從
五
位
上
多
治
比
眞
人
長
野
。
李
忌
寸
元
�

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

並
正
五
位
下
。
從
五
位
下
阿
倍
�
臣
意
宇
�
呂
。
石
川
�
臣
眞
守
。
當
�
眞
人
�
足
。
紀
�
臣
�

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

守
並
從
五
位
上
。
外
從
五
位
下
�
藏
忌
寸
若
人
。
外
正
五
位
下
�
井
�
根
主
。
正
六
位
上
大
中
臣

　
　
ノ

ヘ
　
グ
リ
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

�
臣
宿
奈
�
呂
。
紀
�
臣
�
繼
。
�
羣
�
臣
臣
足
。
藤
原
�
臣
宅
美
並
從
五
位
下
。
正
六
位
上

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

阿
刀
宿
祢
眞
足
。
�
藏
忌
寸
�
成
並
外
從
五
位
下
一。」
是
日
。
宴
二

於
五
位
已
上
一。
其
�
外
�
武
官

　
　
ハ
　
　
　
テ
ス

　
　
ニ　　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ノ

　
　
　
　
　
ル
マ
デ
ニ

主
典
已
上
於
二

�
堂
一。
賜
二
　

五
位
已
上
綿
一

各
有
レ

差
。
賜
下
　

�
�
官
及
主
典
已
上
。
至
二
　
　

國
郡
司

　
　
ニ
　
　
ヲ

　
　
リ

�
夫
一

物
上

各
有
レ

差
。

廿
六

　
　
ク

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

戊
申
。
授
二

國
司
從
五
位
上
�
井
王
正
五
位
下
。
正
四
位
下
藤
原
�
臣
田
�
呂
正
四
位
上
。
從
五

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

位
下
大
�
宿
祢
潔
足
。
粟
田
�
臣
鷹
守
並
從
五
位
上
。
正
六
位
上
賀
茂
�
臣
人
�
呂
。
安
倍
�
臣

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
フ

謂
奈
�
呂
。
笠
�
臣
名
末
呂
並
從
五
位
下
。
正
六
位
上
日
下
部
直
安
堤
�
呂
外
從
五
位
下
一。
賜
二

　
　　
　
ニ　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
ヲ

郡
司
�
人
　
一
級
一。

廿
七

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

己
酉
。
御
二

由
機
厨
一。
授
二

正
四
位
上
藤
原
�
臣
田
�
呂
。
藤
原
�
臣
繼
繩
從
三
位
。
從
四
位
上
佐

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

伯
宿
祢
今
毛
人
正
四
位
下
一。

廿
八

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ヲ

庚
戌
。
御
二

�
岐
厨
一。
叙
二

正
三
位
�
室
眞
人
大
市
從
二
位
。
正
五
位
下
�
井
王
正
五
位
上
。
從
五

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヲ

位
上
大
�
宿
祢
潔
足
正
五
位
下
。无
位
粟
田
�
臣
人
成
本
位
從
五
位
下
。正
五
位
下
藤
原
�
臣
蔭

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

　
　
ヲ

　
　
ニ

正
五
位
上
。
從
五
位
下
藤
原
�
臣
人
數
。
藤
原
�
臣
�
姉
。
�
幡
國
　

�

�
成
女
從
五
位
上
一。

廿
九

　
　
リ

　
　
ツ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
シ
　
　
ノ

辛
亥
。
有
レ

星
隕
二

西
南
一。
其
聲
如
レ

雷
。

三
十

　
　
ノ

　
　
ス

壬
子
。
散
位
從
四
位
下
下
毛
野
�
臣
�
�
呂
卒
。

　
　
ノ

　
　
リ

　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

十
二
月
癸
丑
朔
。
日
有
レ

�
�
　

之
。

六
　

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

戊
午
。
以
二

大
�
言
從
二
位
�
室
眞
人
大
市
一

爲
二

�
治
部
�
一。
從
五
位
下
紀
�
臣
�
繼
爲
二

安
藝

　
　
ト介一。

七
　

　
　
　
メ
テ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ニ

己
未
。
罷
二

筑
�
國
官
員
一。
隷
二

大
宰
府
一。

十
四

　
　
ノ　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ノ　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
ト

丙
寅
。
從
五
位
上
�
幡
國
　

�

�
成
女
爲
二

�
幡
國
　々

�
一。

十
五

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
タ

　
　
セ　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
ル
　
　
シ

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
シ

　
　
ト

丁
夘
。
　
�
。
先
妣
紀
氏
未
レ

�
二

�
號
一。
自
レ

今
以
後
。
�
レ

奉
レ

稱
二

皇
太
后
一。
御
墓
�
稱
二

山
陵



　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
　
レ
テ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ヲ
　
　
　
セ
ヨ　
　
ノ

一。
其
忌
日
�
亦
入
二

國
忌
例
一。
設
レ
　

齋
如
レ

式
。

廿
二

　
　
ス

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
　
　
ル
マ
デ　
　
ヲ

甲
戌
。
大
宰
府
言
。
日
向
。
大
隅
。
�
�
及
壹
伎
。
多
�
等
博
士
醫
師
。
一
任
之
後
。
�
レ
　

身
不

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
マ

　
　
フ

　
　
　
　
ク
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
シ
　
　
　
ヘ
テ
　
　
テ　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
　
　
メ
ン
ト

　
　
ヲ

レ

替
。
�
以
後
生
之
學
。
業
�
不
レ

�
。
乞
同
二
　

�
法
一。
八
年
�
替
。
以
示
二

干
�
一。
永
勸
二
　

後
學

　
　
ス
　
　
ヲ

一。
許
レ

之
。

廿
一

　
　
ノ

　
　
ス

癸
酉
。
渤
�
�
壹
萬
�
等
入
京
。

續
日
本
紀
�
第
卅
一


